
2 0 1 8年 3月１５日（木） 1 8： 0 0～ 2 0： 0 0
2 0 1 8年 4月１８日（水） 1 8： 0 0～ 2 0： 0 0
2 0 1 8年 5月１６日（水） 1 8： 0 0～ 2 0： 0 0

弊社：虎ノ門セミナールーム（港区虎ノ門2-7-10 2F）

５社様まで ※会場の都合で1社1名様のご参加でお願いしております。

どこが変わったの？
改正個人情報保護法

対策の第一歩

有料職業紹介業として気を付ける
ポイントとは？

JAPHICマークとは

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸとの比較

取得・審査・運用

具体的な活用法

講師

岡本 光
JAPHICマーク取得支援コンサルタント

お問い合わせ・お申込み
〒105-0001東京都港区虎ノ門2丁目7番10号2F
TEL：03-6869-7176
Mail:info＠growthvision.jp
URL：http://www. growthvision.jp 

有料職業紹介業のための 改正個人情報保護法対策

JAPHIC（ｼﾞｬﾌｨｯｸ）マーク取得対策講座

医療人材紹介 医師・看護師・歯科医師・歯科衛生士

JAPHICマーク取得コンサルティング
グロースビジョン株式会社

ご希望日程 □2017年12月6日 □2018年1月17日 □2018年2月15日

ご希望連絡方法 □電話:

ご連絡希望時間帯
： ～ ：

□e-mail       @

□FAX : 

貴社名称

ご担当者様お名前 様

お客様は個人情報の取扱いに
非常に敏感です

参加費

無料

2017年5月30日〈改正〉個人情報保護法の施行により、ほとんどの事業者がその対象となりました。
情報化社会が進み、一度流出した個人情報は完全に回収するのが不可能と言っても過言ではありません。
お客様一人一人が個人情報への意識が高まる中、私たちは顧客情報を取り扱う事業者として何ができるでしょうか？
弊社は改正個人情報保護法対策として、JAPHIC（ｼﾞｬﾌｨｯｸ）マークの取得をお勧めしています。

こんな方にお勧めです

☑ 有料職業紹介業として

個人情報保護対策をしっかりと整備したい

☑ 個人情報の取扱いについて、顧客や取引先から

信頼される証がほしい

☑ 情報漏えいによる賠償金と信用の喪失を避けた

い

☑ プライバシーマークを取得したかったが、

費用・期間・運用の面でハードルが高かった

☑ 取引先から個人情報の第三者認証制度の

マーク取得を促された

☑ すでにプライバシーマークを取得しているが、

自社での運用の負担が大きいと感じている

FAX
03-6893-3931

明日から使える！自社チェックシート
早割割引 （使用有効期限：3か月）
その他 特典有り！

セミナー参加特典

日時

場所

定員

参加費

JAPHIC認定審査員補、中小企業診断士（経済産業大臣
登録）
2001年より中小企業コンサルティングに取り組み、個人
情報保護法が全面施行された2005年にプライバシー

マークの取得支援事業を開始。国内有数の実績を有す
る。本年5月の改正法施行を契機に、プライバシーマー
クより負担が小さなJAPHICマークに着目。積極的に紹
介し、中小・小規模企業の法対策を応援している。

無料 ※有料職業紹介業事業者に限る


